
○親からの虐待等に苦しむ10代〜20代のこども・若者は、一時保護や施設入所等を望まない（あるいは年齢により対象とならない）場合もある一方で、
・ 親が荒れて暴力をふるったり、親がしばらく帰らず食事等もままならないときに、夜間も含めて一時的に避難できる安心安全な居場所がほしい
・ 親のネグレクトにより本来親から受けられるはずの支援が受けられないため、自立に向けた就学・就労の準備をしたい
など、家庭内での虐待の状況等に応じた様々なニーズを抱えており、こうしたこども若者を支えるためには、一時保護や施設入所等に代わる新た
な居場所、支援スキームが必要となっている。

○こうしたこども若者視点からの新たなニーズへの対応として、家庭等に居場所がないこども・若者がそのニーズにあわせて必要な支援を受けられ、
宿泊もできる安全な居場所（こども若者シェルター）を確保する。

こども若者シェルター・相談支援事業

１ 事業の目的

２ 事業の概要

３ 実施主体

親からの虐待等に苦しみ、家庭等に居場所がない10代～20代のこども・若者がそのニーズにあわせて必要な支援を受けられ、宿泊もできる安全な居
場所（こども若者シェルター）に補助を行う。

① 宿泊又は夜間帯の利用が可能な居場所の提供

こども・若者に対し、宿泊又は夜間帯（自治体の条例で深夜徘徊とされる時間に至る前の時間帯（23時頃まで）を想定）の利用が可能な居場所
（数日～２か月程度）を提供する。

② 基本相談、心理カウンセリング、就労・就学支援、弁護士によるサポートの提供

①を利用するこども・若者に対し、基本相談（現在の悩みや今後の生活に関する全般的な相談対応）、心理カウンセリング、就労・就学支援、
弁護士によるサポートの提供等を実施。（基本相談は必須とし、それ以外は加算で対応）

【実施主体】都道府県、指定都市、児童相談所設置市

【補助基準額】基本分：１か所あたり17,579千円 加算分：１か所あたり23,087千円

【補 助 率】国： １／２、都道府県・指定都市・児童相談所設置市： １／２

支援局 虐待防止対策課

<児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金>
令和６年度当初予算額：177億円の内数（令和５年度当初予算額：208億円の内数）
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